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午前１０時 開会 

○堀口委員長 おはようございます。委員各位にお

かれましては、大変お忙しい中、御出席をいただ

きまして、まことにありがとうございます。ただ

いまから厚生文教常任委員会を開会いたします。 

 本日の案件につきましては、本会議において本

常任委員会に付託されました議案第１号「泉南阪

南共立火葬場条例等の一部を改正する等の条例の

制定について」審査いただくものでありますので、

委員各位におかれましては、よろしくお願いいた

します。 

 なお、本常任委員会に付託されました議案につ

いては、本日委員会付託事件一覧表としてお手元

に御配付いたしておりますので、御参照いただき

たいと思います。 

 それでは、議案の審査に先立ち理事者から挨拶

のため発言を求めておりますので、これを許可い

たします。 

○竹中市長 おはようございます。委員長のお許し

をいただきましたので、厚生文教常任委員会の開

会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 

 堀口委員長を初め、委員の皆さん方には日ごろ

から市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っ

ておりますこと、心から御礼を申し上げます。 

 さて、本日の委員会は、平成30年第１回臨時会

において、本常任委員会に付託されました議案第

１号、泉南阪南共立火葬場条例等の一部を改正す

る等の条例の制定についての御審査をお願いする

ものでございます。どうかよろしく御審査を賜り、

御承認賜りますようお願い申し上げまして、簡単

でございますけれども、挨拶とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○堀口委員長 なお、本日会議の傍聴の申し出がご

ざいます。傍聴の取り扱いについてこの際、御協

議いただきたいと思います。 

 会議の傍聴につきましては、御意見ございませ

んか。――――それでは、傍聴者の入室を許可い

たします。 

 〔傍聴者入室〕 

○堀口委員長 これより議案の審査を行いますが、

議案の内容につきましては、本会議において既に

説明を受けておりますので、これを省略し、質疑

から始めたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって審査

の方法については、提案理由並びに内容の説明を

省略し、質疑から始めることに決定をいたしまし

た。 

 それでは、これより議案の審査を行います。 

 議案第１号「泉南阪南共立火葬場条例等の一部

を改正する等の条例の制定について」を議題とし、

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○梶本委員 一応ある程度議論も９月議会からあっ

たと思うんですけれども、先日臨時会の後、行政

視察ということで、火葬場の建設現場を視察させ

ていただきましたけれども、これについて、本火

葬場、この近隣にもないかと思われるほどの豪華

な建物ができ上がっております。 

 泉南市として身の丈に合わないほどのものであ

ると思いますが、これについて今後のランニング

コスト、指定管理者がまだ決まっていない状況の

中でございますけれども、一応これだけすばらし

い設備を持続して維持しようとすれば、かなりの

ランニングコストがかかっていくと思うんですけ

れども、前回からの使用料の積算に当たってのそ

の辺のところの積算ですか、それについて、この

ランニングコストについて、どれくらいの力を入

れて計算されたのかということをお聞きしたい。 

 というのは、この施設に見合うだけの市民サー

ビスを提供するための、指定管理料は上限が決ま

っておりますので、あと人件費とか掃除等、あら

ゆるメンテナンス面での費用がかかると思います

が、それも含めた上での指定管理料であって、ま

た使用料、これは即指定管理料ということではな

いでしょうけれども、前回もお聞きいたしました

けれども、使用料収入が減るということでござい

ますので、その場合の泉南市財政の将来負担を考

えて、どういうふうにお考えであるのか、お聞き

したいと思います。 

○宮阪市民生活環境部長 それでは、ランニングコ

ストについてどのように計算したのかということ

でございます。ランニングコストにつきましては、

以前お配りしている資料の中で、５年間の必要経
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費ということで、人件費と需用費が２億1,500万

円、それと管理費につきましては、点検業務とか

保守管理、それと浄化槽であるとか給水設備、そ

れと機械警備であるとか、議員おっしゃいました

清掃、こういったものについて2,700万円、それ

と維持管理、修繕、その他ということで、施設と

か設備の修繕、それと火葬場を運営していくため

に必要な消耗品であるとか備品、それと機器の借

り上げ、そういったものとあと予約システム、こ

れの管理料、それと保険料等が3,400万と、以上

が指定管理の内訳として２億7,600万ということ

でお示しさせていただいているとおりでございま

す。 

 個々の中身につきましては、泉南市で実施して

おります、他の施設の類似の業務から推定した金

額を積算しておりまして、これにつきましては、

ほぼ今の実施ベースの金額を入れているというと

ころでございます。それとそれに加えまして、火

葬炉の維持管理経費といたしましては、５年間

で1,445万円ということで、５年間の合計が２

億9,045万と、ここから今回の使用料を算定した

ものでございまして、しっかりと中身、ランニン

グコストについては積算しておると考えておりま

す。 

 それとあと、使用料収入が減った場合の財政の

負担ということでございます。我々が積算で使用

料を受益者負担率50％ということで計算させてい

ただいた金額というのが２万円ということは御説

明させていただいているとおりでございまして、

この２万円をもとに近隣の過去10年以内に新築さ

れた火葬場の使用料の状況を見ますと、１

万8,000円から２万円の範囲になっているという

こともありまして、そこを勘案しまして、１体当

たり１万8,000円というところで、今回御提案さ

せていただいておるところでございます。 

 また、その１万8,000円につきましては、以前

の火葬炉の使用料１万4,400円からのおおむね２

割程度にとどめているというところでも、御理解

いただきたいというふうに考えております。 

 それと、財政負担がどうなるのかというところ

で、２万円必要と計算上はなっておるんですけれ

ども、そこから１万8,000円とすることによって、

その差額の2,000円、これにつきましては、平

成31年度の泉南市の火葬件数の予測がおおむ

ね700体ぐらいという予定でございますので、700

体の2,000円分ということになりますと、おおむ

ね140万円が一般会計からの繰り出しになるとい

うことでございます。 

 これについては、今後も、その財政負担につい

ては引き続いていくことになるんですが、火葬場

を今後運営していく上で、何回か指定管理なりに

出して、収支の計算を指定管理者から出していた

だくという形になりますので、その辺を今後もロ

ーリングして検証しながら、その辺を財政負担が

どうなっていくかというところも、見きわめてい

く必要があろうかというふうに考えております。 

 以上です。 

○梶本委員 気になるのは、人件費のところでサー

ビスの面でございますけれども、これの職員３名、

補助的職員１名、臨時職員２名、あと電気、水道、

燃料、これは燃料代か、需用費に入っている。 

 都合一応６名の計画でされているんですけれど

も、火葬が重なった場合、例えば朝から３体あり

の昼から３体あるということになれば、告別室あ

るいは収骨室、両方で五、六件同時に使うという

ことになりますし、また控室、待合室等にも人が

集まるということになった中で、この３人、合計

６名という人数で十分な市民サービスができるの

かどうかということも考えられると思うんですけ

れども、それについて指定管理者、今募集されて

いる指定管理者との協議というのが、これから始

まると思うんですけれども、それに対して、市と

してどういう要求、あるいはサービスの水準を要

求するのか、お答えいただきたい。 

○宮阪市民生活環境部長 火葬のスケジュールに関

しましては、同時に火葬するということを考えて

おりませんで、少しずつずらして予約をとってい

ただくようなことを、市では当初考えて計画して

おります。 

 ただ、指定管理者からどういった提案がなされ

るかというのは、今後提案を見ないと、というと

ころになるんですが、少しずつずらして会葬に来

られた方がふくそうしないようにというふうなこ

とで考えておりますので、その辺は、十分指定管
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理者と協議させていただいて、混乱のないように

させていただきたいと考えております。 

 それとともに、市が考えている６人で、十分な

市民サービスができるのかというところでござい

ますけれども、あくまでこれは市の積算でござい

まして、おおむねこの程度の人数がおれば、来ら

れた方に対して案内であったり、各儀式の告別で

あるとか見送り、それと収骨とかいう儀式の御案

内であったり、それから待合室での何かあったと

きの対応であったりというようなことが可能であ

るというふうに市では考えて、必要経費として積

算をしたんでございますけれども、この辺が我々

の考えていることが十分していただけるように、

指定管理者とも今後詰めて、来年４月にはスムー

ズな運営ができるように、努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○梶本委員 最後に、我々も議会でこの火葬場につ

いてずっと賛成してきましてここまで来たんです

けれども、図面状態の中ではわからなかったここ

までの建物、言えば金のかかった建物になったと

いうことですけれども、近隣大阪府下あるいは近

畿一円で、これだけの、豪華と言えば豪華と思い

ますし、ここまで必要あったのかというところま

でなされていると思います。 

 この辺のところはどうでしょうか、よそと比べ

て建物はどこにも負けないというぐらいな建物に

なっていくと思うんですけれども、その点につい

て、もう議会で承認してきて、図面の状況で一応

見た段階と現物、建ったもの、ほぼ完成に近づい

た建物と比べたら、想像を越えたものになってお

ると思いますけれども、その点について、理事者

側としてどういうふうにお考えですか。大体こう

いうことを目指したのかどうかということでお願

いします。 

○宮阪市民生活環境部長 火葬場の建物につきまし

ては、基本的には火葬件数から炉の数が決まって、

その炉の基本的には火葬場なんで、炉を包む建物

が炉の数によって建物の大きさが決まってくると

いうふうに考えております。 

 本市の場合、待合室であるとか、それも個別に

グループが使っていただけるような形をとってお

りますし、告別式であるとか収骨室も個別にきち

んととっていただけるようにしております。 

 ほかの自治体では、待合室なんかがほかの方と

御一緒であったり、いずれは使っていただくとい

うような施設もほかにはあるようですが、やはり

人生の終えんの地でございますので、そのあたり

で市民の方にきちっと、この施設がよかったと思

っていただけるような内容にしたということでご

ざいます。 

 決して華美で豪華なという意味でつくっておる

わけではないんですが、この間見ていただいたと

おり、建物が新しいですし、ガラス張りの部分も

あったりして、ちょっと明るい感じにはなってお

るんですけれども、その辺は、費用についてはそ

んな過度に投資しているというような状態ではな

いということで、御理解いただきたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

○堀口委員長 ほかにないですか。 

○和気委員 まず１点目なんですけれども、一番初

めに今２万円と試算されて50％負担、今の泉南市

の使用料、手数料の試算の仕方ということでは、

それで現行では、いっているわけですけれども、

じゃ、今回提案された部分の中で１万8,000円と

いう額を出されているわけですけれども、本当に

市民からすれば、少しでも現状でいけば安くして

いただいたというのは、すごくそれはそれで考え

ていただけたのかなというふうに思うんです。 

 しかし、その根拠が、初めから50％・50％じゃ

なくて、今回は近隣の泉佐野市が１万8,000円、

そしてあと２万円やから、その中での幅でも１

万8,000円という形の御説明もありましたし、そ

れに対する試算というのか、市がしっかりと試算

されている部分については、よくわからない状況

があります。 

 そうするならば、初めから２万円という額であ

ったにしても、そういう考え方はできたんじゃな

いかなとか、逆にそう思ったりもするので、その

辺は１万8,000円の根拠、試算というのはされた

のかどうなのか、その点はちょっと１点聞かせて

ほしいと思います。 

 それと、今回そうしたら2,000円が下がるわけ
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ですから、年間で140万円の持ち出しになるとい

うことで、そうすれば、今泉南市の財政が厳しい

中で、140万円が出されるということになるんで

すけれども、じゃ現行のままでいけば、それを割

り出したらわかると思うんですが、年間どれだけ

の市の持ち出しは、覚悟して持ち出しはできるの

か、そのままできるのか、その点を２点目に教え

てください。 

 それから、サービス向上というのは、もちろん

今本当に市民が喜んでいただけるように、施設を

拝見しても、すごくいいかなというのも思いまし

たけれども、サービス向上の分については、先ほ

ど説明があったように、市からいろいろ提案、時

間をずらすことやとか、そういうような形もお話

がありましたけれども、そういう具体的に指定管

理者に市がこういうふうに望ましいような、そう

いうことは提案されているのかどうなのか。 

 今は示されないみたいなこともこの前説明があ

りましたので、具体的にどういったことをサービ

スの向上において、今の現行の施設よりもサービ

スのこういうところをお願いしますとか、何かそ

ういうのを入札する前に、提示されているのか、

その点がわかれば、また教えてください。それを

お願いします。 

○宮阪市民生活環境部長 まず１万8,000円の試算

をしたかというところでございます。 

 説明させていただているとおり、試算について

は２万円という結果が出ております。その２万円

につきましても、先ほど申しましたとおり、管理

費であるとか、維持管理費につきましては、泉南

市の施設の類似の業務から積算しているものでご

ざいます。 

 例えば、空調設備なんかにしましては、空調設

備の点検なんかについては、樽井公民館がほぼ同

じような規模であるというところから、そういっ

た空調設備の点検の費用を参考に積算しておりま

すし、自動ドアなんかにつきましても、樽井公民

館と同じような施設でございますので、その辺の

維持管理費用から積算をしております。 

 それ以外についても、類似の施設から積算を行

ってこの５年間の必要経費というのを積算して、

そこから指定管理費用というものを出していると

いうものでございます。 

 その結果が２万円ということでございますが、

近隣の10年以内の新築の自治体の火葬場、この状

況が１万8,000円から２万円というところから、

今回使用料を１万8,000円で提案させていただい

ておるということで、あくまでも激変緩和ではご

ざいませんけれども、従前の使用料の１万4,400

円の1.2倍程度にとどめているというところで御

理解いただければと思います。 

 それと、現行のまま持ち出しを続けることにつ

いてということでございますけれども、先ほども

御説明いたしましたとおり、今後指定管理者を何

回か、恐らく５年後になるかと思いますが、５年

後に指定管理者を選定する際には、再度、毎年収

支報告書を指定管理者から出させますので、その

収支報告を見ながら、それと実際にどれぐらい電

気代であるとか、ほかのものがかかっているのか

とか、実績も踏まえながら指定管理料というか、

必要経費を算定して、そこからまた年間の持ち出

し分がどの程度になるのかを含めて、使用料の見

直しにつなげていきたいというふうに考えており

ます。 

 それと、最後にサービスの向上ということでご

ざいますけれども、指定管理者を募集する際に、

我々の運営管理の方針というものを募集要領に出

させていただいていまして、基本的には基本方針

というところで書かせていただいている部分につ

いては、火葬については市民生活にとって必要不

可欠なものであるということと、遺族にとっては

単に火葬を行う場所ではなく、個人との最期のお

別れの場であるということから、火葬執行に当た

っては、葬儀の習慣や市民感情を意識した厳粛な

対応、これをお願いしますと。 

 それで、利用者に満足していただけるような接

遇、それと市民サービスを第一とした施設管理、

運営に配慮することということで、施設の運営管

理に関しましては、こういったことを基本理念と

して、サービスに努めていただきたいということ

で、募集要領にも書かせていただいているという

ところでございます。 

 以上です。 

○和気委員 ありがとうございます。 
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 この決め方なんですけれども、この資料の一番

初めの前回のときの資料をいただいているところ

の中で、決めるときに当たっては、枚方市は運営

費の50％で、泉大津市が近隣市町村の状況、また

泉佐野市は市内料金の従前のままとか、能勢町が

火葬炉数により算定とか、河内長野は運営費

の50％ということで、今、泉南市の試算されてい

ることと同じような形になっています。 

 こうしたそれぞれいろんな考え方の中で、２万

円という額が出てきているわけなんですけれども、

そういった場合、泉南市は両方50％を含めて、ま

た近隣の状況とかいうことの、その両方をあわせ

た形で、今回は決めたということになるんですか

ね。ただ、今回についても50％・50％については

変わらないと、そういう中で、近隣は泉佐野市が

１万8,000円だから、それに合わせてというよう

な感じでと思うんです。 

 初めの考え方と今回の考え方というのは、どう

して変わられたのか、ここの試算、照会されてい

るところは、皆さん試算されて額を決めているか

というふうに思うんですが、そこは50％・50％で

はないのか、どれぐらいになっているのか、そう

いうことがわかれば教えてください。お願いしま

す。 

○宮阪市民生活環境部長 前回試算させていただい

ている内容と今回の内容というのは、変わりはな

いです。今回なぜ１万8,000円かといいますと、

今回新築の施設で指定管理についても運営につい

ても初めて行うということで、あくまでも市の積

算をもとに、今回使用料を決めさせていただくと

いうことになります。 

 この市の積算につきましては、泉南市が発注し

ている類似の業務を参考に積算をしておるわけな

んですが、あくまでも、この泉南阪南共立火葬場

を運営していく上で、泉南市が必要であると考え

る金額を積算したということでございます。 

 標準的な能力を持った事業者が標準的にやれば

これぐらいかかるだろうという意味で、積算もさ

せていただいていますので、使用料については基

本、そこから考えていくということになるんです

が、前回はそういう考え方で２万円ということを

提示させていただいたんですが、この近隣の状況

を見ますと１万8,000円でやられているところも

あるということと、初めて今回やるということで、

実際に何回か指定管理を続けていく中で、実際の

運営費用というのは判明してくるんだろうという

ふうにも考えていますので、その辺で、近隣の最

低のところからスタートさせていただきたいとい

う意味で、今回１万8,000円で提案させていただ

いているというところでございます。 

 以上です。 

○和気委員 最後にしますけれども、正職員の賃金

が800万円ということで試算されているというこ

とで、この中では当然専門職で本当にそれだけの

お仕事をされるわけですから、それはそれなりに

要るのかなというふうに思います。 

 しかし、ほかのところからいけば、それぐらい

の標準的な賃金、専門職の火葬を行う方々のお仕

事というのは、そういう形でこのほかのところに

ついても試算はされているのかどうなのか、その

点ちょっとわからないので、相場というとおかし

いですけれども、一応基本的な基準があると思う

んですが、そういうふうに捉えたらいいのか、そ

れぞれちょっと違うかというふうに思うんですが、

その辺はどうなんですか。その点だけ最後にお聞

かせください。 

○宮阪市民生活環境部長 労働者の賃金に関しまし

ては、なかなか火葬場で火葬を行う技能職員の賃

金というのは、公共工事なんかと違って公表され

ているものがございませんので、我々もちょっと

調べはしたんですが、なかなかつかめないという

こともあって、市の平均給与から推定というか、

市の平均給与を準用した形で今回積算をさせてい

ただいているということでございます。 

 以上です。 

○田畑委員 質問と違うねんけれども、竹中市長と

宮阪部長と副市長と、俺、謝ろうと思うてんねん。

本当に申しわけないと思っている。積算根拠が２

万円で出ている中で、俺も会派もあのとき、同じ

ような賛成者のように賛成しておったら２万円で

いけたわけやろう。ですよね。だから申しわけな

い。 

 何か俺、今わからへんようになってきた。何で

反対になったのか、うちの会派も議会も。議論を
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聞いていて、俺の頭の中で今あのとき何が引っか

かって何が反対に回ったのか、ようわからへんよ

うになってきた。今まだ整理ができていないんで

す。申しわけない、本当に。賛成者と同じように

賛成しておったら、市が出した２万円の根拠のと

おりいけた。俺は非常に重たく思っている。 

 下がったことに対して喜んでいるんではなくて、

何がこれだけもやもやしているのか、自分ではち

ょっと整理ができていない。ですので、この後は

退席しますわ、とりあえず。 

○堀口委員長 ほかに。 

○岡田委員 おはようございます。よろしくお願い

いたします。 

 この間の火葬場の建設現場を視察に行かせてい

ただきまして、本当に思っていた以上にすばらし

い建物で、特に女性としてうれしかったのは、や

っぱり授乳室もちゃんと用意していただいていた

ということは、ありがたかったと思います。 

 使用料が２万円から１万8,000円ということは、

安いことにこしたことはないですが、安ければい

いというものでもないというふうに思います。サ

ービスの面とか、また足らずを一般会計からとな

ると、やっぱり平等性という点からも考えると、

ちょっと考えないといけないなというふうに思っ

ております。 

 これからこのままこれで進んでいくとしまして、

炉とかの試運転とかもあるんですが、それの予定

とかわかりましたら聞かせていただきたいと思い

ます。 

 あと内覧会、ちょっとやっぱり見に行きたいと

いう声も聞いていますので、そういう予定もあり

ましたら、教えていただきたいと思います。 

○宮阪市民生活環境部長 炉の試運転に関しまして

は、指定管理者が決まりましたら、指定管理者の

指定をまた12月議会に提案させていただこうと考

えておるんですけれども、それで指定管理者が決

定しましたら、指定管理者が１月の中旬ぐらいか

ら準備行為に入りますので、その中で火葬炉の建

設も並行して進んでいく形になります。 

 そのあたりで火葬炉の試運転、指定管理者と炉

の建設業者が一緒に協力して試運転なりをして、

３月末までには十分その使用方法などを習得して、

４月１日を迎えたいというふうに考えております。 

 それともう１点、内覧会でございますけれども、

現在完成しましたら、また議員の皆様にも見てい

ただければと思っておるんですけれども、それ以

外にも葬儀会社に対してちょっと内覧会を予定し

ておりまして、それにつきましては、多目的室と

簡易な葬儀ができる場所もございますので、その

辺、指定管理者が決まってから、その運営の方法

も含めて、どういった形で内覧会もする、その業

務の内容でどういった方を対象に内覧会をするの

がいいのかどうかというものを含めて、少し検討

したいなというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○岡田委員 よろしくお願いいたします。今までの

やっぱり泉南市のイメージと全然違うということ

が１点と、あと自分が亡くなって火葬されるのが

先だったら、全然見ることなく火葬されてしまう

ので、やっぱり自分がどういうところで火葬され

るのかというのは、やっぱり心配されている方も

いらっしゃると思いますので、ぜひしていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○古谷委員 何回か質問はさせていただいている中

で、これは大阪府とか近隣市の質問で、宮阪部長

が言われた、近隣市の最近の直近の平成のを比べ

たということ、これは全国で斎場ができるところ

とか、そういうところは比べられたり、比較され

たり、参考にされたことはあるんですかね。 

 それとあと、僕のちょっと長野市の市会議員の

ブログとかデータをいろいろ見させていただいて

いて、これは中核市と差があるかもしれないんで

すけれども、長野市の市会議員の指摘というのは、

火葬料金を8,000円から１万5,000円にアップする

んです。 

 １万5,000円にアップすることに対して妥当か

どうかというのを、全部データとか資料で公開さ

れているんですけれども、現行8,000円から新料

金が１万5,000円になると。中核市が大体8,300円

で、新斎場の平均が１万2,000円ということを、

資料の中ではっきり出されているんです。 

 管理費とかいろいろうちの人数とか全部計算し

ていくと、どうも長野市とかの新しくやるところ

の数字の人数と、うちの市の人数に対して、非常
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に割高なんです。それの根拠の中で、適正金額が、

ここが最終的に１万5,774円というのが、データ

の中で出てきているんです。 

 うちのほうが１万8,000円ということで、近隣

他市と比べてくれ、2,000円まけたよというよう

なことで書かれて、おっしゃられて資料を出され

ているんですけれども、この方の資料を出された

データで見ると、年間4,400人の利用を見込んで

検討したが、例えば新料金を１万円に設定した場

合は、年間2,200万円の経費増になるらしく

て、2,200万円の経費増は裁量の範囲らしいんで

すけれども、逆に8,000円から１万5,000円に対し

ての指摘をして、納得していないような形のこと

を書かれているんです。 

 だから、実質いろいろ先ほどもここの斎場の利

用料金は管理運営費50％と書いているんですよね。

うちの市、共同経営で見込むところよりも、はる

かに人の役、人数も高いんですよね。それの中で、

なぜこの２万円と１万8,000円と、全国でこうい

うふうにできている市があるにもかかわらず、こ

の１万8,000円というのは、僕は非常に納得でき

ないなというので、長野市ですか、12月議会は去

年でしょうね、説得力があるのかというので、こ

れはネットで見たらすぐにデータで出てくるんで

すけれども、ここは8,000円から１万5,000円なん

ですよ。それを１万5,000円で議案として通った

んですけれども。 

 だから、何を基準にしてうちのほうは２万円で、

他市と比較して、大阪市は２万円だから、２万円

のところがあるから、議員に言われて１万8,000

円にとりあえずしたのか。いろいろ問題はあると

思うんですけれども、根拠とかいろいろそういう

ところの焦点が、こういうデータ調べても出てく

るわけじゃないですか。 

 だから、それに対して宮阪部長の説得材料とか

いうのが、どうも納得できないかなというのは、

僕は個人的にちょっと思うんですよ。 

 だから、全国でこういう新しく斎場ができてど

うのこうのとかよかったとかいうんですけれども、

全国でもっといい斎場なんかいっぱいあると思う

んですよ。太陽光を乗せて、そこに電気をあれし

たり、いろんな部分でそれはあると思うんですけ

れども、ただ、市民にとって、やっぱりこういう

全国で8,000円から１万5,000円に上がるに対して、

こういう新しく斎場ができるところがあることを

指摘している中で、うちの論点がすごい何か高い

ところで値段が高いように思うんですよ。 

 その辺をちゃんとした説明をいただかないと、

何を、１人、２人反対してそれで２万円か

ら2,000円だけ下げて、それでどうなのかという

ても、はっきり言うと、僕個人的には、こんなの

には賛成できないですよね。 

 その辺、ちょっと質問になったかどうかわから

ないけれども、その辺の御意見を聞かせてもらえ

ますでしょうか。 

○宮阪市民生活環境部長 全国との比較というとこ

ろに関しましては、全国全てを調べるというのも

困難なので、全てを調べているわけではございま

せんが、本会議の中でも、森議員から御質問があ

った火葬場なんかについては、その市町村にも問

い合わせなりをして確認もさせていただいていま

す。 

 その中で、我々が感じたのは、全国的に長野市

の事例をお出しになられましたが、人件費が大分

違うということです。例えば大阪と、大阪は割と

人件費が高いので、ほかの自治体だと９割ぐらい

とか８割ぐらいの人件費です。例えば建設関係の

労務費なんかにしても、国土交通省から出されて

います。そういう単価なんかを見比べても、大阪

に比べて８割とか、88％とか、そういったところ

の都道府県というのもございます。 

 そういう人件費の違いというところもございま

すでしょうし、あともう１つ大きいのが、受益者

負担率の考え方が、大阪で50％というのが割とあ

るんだろうと思うんですけれども、大阪府内でも

受益者負担率が25％というような自治体もござい

ます。 

 この市町村の一覧表、使用料状況という一覧表

を、資料の５ページにお示しさせていただいてい

るんですけれども、その辺の安い市町村ですね。

安い市町村というとあれなんですけれども、使用

料の低い市町村、例えば和泉市とかであると、特

に、火葬場に関しての受益者負担率については決

めておらないようなんです。 
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 現行のままいっておるというような感じの、公

表資料ではそういうことになっておりました。あ

と、豊中市なんかについては、使用料が１万円と

なっておるんですけれども、受益者負担率が25％

ということで、これをうちの考え方と同じにすれ

ば、これが２万円になるわけでございます。 

 それと、下から４つ目ぐらいの吹田市に関しま

しても、受益者負担率が25％で9,000円ですので、

我々と同じ50％という考え方にすれば、その倍で

１万8,000円ということでございます。 

 長野市の事例は、受益者負担率が、どういった

考え方なのか、私には今わかりませんけれども、

そういった受益者負担率の考え方が各市町村でば

らばらだということも、ほかと比較してわかりに

くいところの１つでもあるのかなというふうに考

えております。 

 その中で、大阪府内で50％というところを資料

としてお示しさせていただいていまして、その辺

が１万8,000円から２万円というところ、それと

先ほど申しました25％の受益者負担率のところで

も計算しますと、我々と同じベースに直しますと

１万8,000円から２万円というようなところもあ

りまして、我々が計算して運営管理経費から受益

者負担率を掛けて使用料を出している。 

 それとおおむね変わらないというところを考え

れば、我々が積算している数字、それもそんなに

大きく異なっているものでもないだろうというふ

うに考えていますので、その辺を照らし合わせて

いただいて、我々の積算した内容というのを一定

御判断いただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○古谷委員 要するに、結局は、住んでいる市に対

して差が、市民に対して差があるということです

か。わかりました。 

○堀口委員長 ほかにないですか。――――それで

は、以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○和気委員 議案第１号なんですけれども、今回の

この新火葬場においては、皆さんたくさん開所を

待っておられるということは、本当に市民の皆さ

んからも聞いていますし、私たちも同じ思いでは

あります。 

 今回この出されている提案の中で、使用料の２

万円が１万8,000円に値下げされたと、そういう

努力されたことは感謝すべきだというふうには思

っておりますが、今回においては、すごく悩みも

し、どういった形で市民にとって何がいいのかと

いうことで、いろいろ考えました。 

 しかしながら、まだ本当に大人１体１万4,400

円から１万8,000円へと、3,600円も上がる、その

他も上がるというような形の中では、やはり今市

民の置かれている状況からいえば、厳しいものに

なるのかなというふうに思っております。 

 現行のままで据え置きながら、しっかりと指定

管理者制度の中でサービス向上、そして経費、運

営費も含めて努力された中でも、やはり運営費が

これだけ要るとか、こうすべきということの中で

検証をされ、使用料とかというのは４年に一度だ

と思いますけれども、今回５年ということで、指

定管理が５年ということですけれども、そういっ

た中で検証をしてすべきかなというふうに思って

おります。 

 ４月の開所は努力をしていただいて、ぜひ開所

していただきたいという意見を述べて、反対とさ

せていただきます。 

○堀口委員長 ほかに。 

○河部委員 賛成で、もう意見はちょっと控えよう

かなと思いましたので、ちょっと賛成討論だけは

しておこうかなと思います。 

 今回第３回定例会で否決になった議案を改めて

市長を含めて理事者の方が、この間、汗をかかれ

て今回１割を削減した金額で使用料を出してきた

んですけれども、これについては、担当部も含め

てさまざまな資料を添付して、２万円から１

万8,000円になった理由を述べられておりました

けれども、私はやはりこれは理事者とすれば、最

低２万円は必要だという金額の中で、これは出さ

れているものやというふうに思うんですが、第３

回定例会の否決を受けて、やはり議会の声は市民

の声であるということの中で、今回１割を下げた

中で提案をされてきた。 

 理事者としてのこの努力を私は買いたいと。上

から目線じゃなくて、その努力はしっかりと受け

とめて判断をしていきたいというふうには思って
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おります。 

 加えて、今現在行革を進めている中で、新しい

ものをつくっていくというのは、非常に泉南市の

財政からいうと厳しい取り組みであるということ

は認識した上で、逆に今回の新しく提案してきた

中身というものは2,000円が減額されて、５年間

でトータルすると1,400万円、阪南市と半分に割

ったとしても、泉南市の財政には700万円の負担

がかかってくる。 

 これは当然満額の金額になれば、泉南市が700

万円を一般財源から負担していかなければいけな

いというような状況を生むことを前提に、市が今

回改めて提案してきていると。そのこともしっか

りと我々は受けとめなければいけないというふう

にも思っております。 

 ただ、新しいものをやっぱり生んでいく、つく

っていく、この生みの苦しみというものは、火葬

場であっても、これからできてくる泉南中学校で

あっても、そこを使う人にどのように生かされて

いくのか、使う人にどのように喜んでもらう、充

実してそこを使ってもらうのかということが、非

常に大事やと思います。 

 理事者にお願いしたいのは、今後指定管理をし

っかりと進めていっていただく中で、ただ単にそ

この業務に当たるということだけで当たってほし

くないんです。このような内容を含めて、こうい

った議論を踏まえて、この火葬場というものが生

まれてきたんですよということは、しっかり業務

の中に反映をしていただきたいということも含め

て、ちょっと申し上げて、賛成の討論としたいと

思います。 

○堀口委員長 ほかは。 

○山本副委員長 賛成の立場から討論を行います。 

 ９月議会では、火葬場条例等に関する議案に反

対をしました。その理由は主に３つございました。

結論としては、この３つの問題提起に対して、十

分ではないにしろ、一定の論拠が立つと判断をし

て賛成をすることにしました。本議案が提出され

てから調査し、複数回にわたって担当者から詳細

に話を伺った内容をお話しします。 

 まず１点目に、人件費を初めとする積算根拠に

ついてなんですけれども、660万円の職員平均給

与、プラス140万円の事業主負担で800万円という

話やったんですが、直営運営されている近隣自治

体の人件費は、あくまで職員平均給与からの類推

ですけれども、39万9,352円であることから、事

業主負担分も含めると780万円になるとのことで、

人件費が突出して高いわけではないとの結果でし

た。 

 また、直営と指定管理で比較した場合でも、個

人ではなくて全体の人員配置から見ると、指定管

理のほうが人件費を削減できるという話がありま

した。 

 その他の積算根拠に関しても、各項目を掘り下

げて聞いてみると、泉南市内の公共施設の類似業

務を参考に積算されていることがわかりまして、

今回の上限額を定める必要経費の積算根拠に関し

ては、中身の数値について、細かい部分で何が妥

当かという議論はあるとは思うんですが、一定の

根拠が存在することが確認をできました。 

 あわせて、近隣自治体の過去10年以内に建設さ

れた火葬場の使用料と比較をしても、それに近い

価格設定になっていることから、最大の上限額設

定の積算根拠の妥当性については100点とは到底

言えませんが、一定の根拠を確認することができ

たというふうな結論です。 

 次に、２点目の問題提起でした公平性、公正性

を担保できないのではないかという問題提起でし

たが、今回の応募業者は、全て９月18日の厚生文

教常任委員会での人員に関する発言以降に全て応

募がなされたために、業者のいわゆる後出しじゃ

んけんによる公平性への懸念がなくなったことが

わかりました。 

 また、募集要項の審査内容によると、人員の数

や雇用形態に関する評価基準がないため、今回の

委員会、９月18日の委員会での発言が、業者への

評価に影響を与えることがないことがわかりまし

た。 

 ３点目に、価格の言及もさせていただきました

が、この価格も２万円から１万8,000円に下がっ

ていると。また四、五年で見直しをかけるという

話がありましたので、以上の３点の問題提起に対

して一定の根拠を持った答弁がありましたので、

賛成をさせていただきます。 
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○堀口委員長 ほかないですね。――――以上で本

件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○堀口委員長 起立多数であります。よって議案第

１号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日予定しておりました議案審査につ

きましては終了いたしました。 

 委員各位におかれましては、慎重なる御審査を

いただきまして、まことにありがとうございまし

た。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に御一任いただきますよう、お願いを申

し上げます。 

 これをもちまして、厚生文教常任委員会を閉会

いたします。お疲れさまでした。 

午前１０時５１分 閉会 

（了） 
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